
令和５年度・６年度 柏原羽曳野藤井寺消防組合 

物品の買入れ等 入札参加資格審査申請書提出要領 

 

 

・  柏原羽曳野藤井寺消防組合の物品の買入れ等に係る入札参加資格審査申請書の受

付を下記のとおり行います。 

・  有効期間は、令和５年４月１日から令和７年３月３１日までです。 

・  この要領をよくお読みいただいたうえで、申請して下さい。 

・  資格要件をすべて満たした者が有資格者となり、別添に記載された誓約事項等

（資料１・資料２）に同意したものとみなされます。 

 

 

１．資格要件 

（1）地方自治法施行令第１６７条の４第１項（契約を締結する能力を有しない者及

び破産者で復権を得ない者）に該当していないこと。 

(2) 関係法令の規定に基づき、該当する工事又は業務（営業）に係る登録若しくは

許可を受けていること。 

(3) 国税及び地方税を滞納していないこと。 

(4) 柏原市、羽曳野市、藤井寺市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密

接関係者でないこと。 

(5) その他資格要件等に該当していること。 

 

 

２．申請受付期間等（※ 郵送にて受付 締切日消印有効） 

(1) 受付方法 郵送にて配達記録が残るもの（簡易書留又は一般書留等）とする。 

※窓口での受付は一切行いません。 

(2) 郵送の手順 

(ア)提出書類  

提出書類は、折り曲げずに「Ａ４判」以上の封筒に入れ、表に「入札参加資格 

審査申請書類在中」と大きく朱書きの上、受付期間内に郵送してください。 

(イ)返信用はがき 

申請書類の受付後、「入札参加資格審査申請受付票」を郵送しますので、６

３円切手を貼付した返送用はがき１通を同封してください（表に返送希望先

（申請担当者等）を記入のこと） 

(3) 郵送時の注意点 

(ア)受付締切日を過ぎて発送された申請書類は、受付けいたしません。また、郵

送途中の事故など申請者の責によらない理由による場合も同様とします。 

(イ)不足書類が有り、期限を定めて提出を求めたにもかかわらず、その期限まで

に不足書類が届かなかった場合、受付を無効とします。 



(ウ)資格要件を満たさない等の理由で受付できない申請書類は、申請者の料金負

担（着払い）にて返送いたします。 

※上記の郵送時の注意事項については、郵送した時点で同意したものとみなしま

す。 

(4) 受付期間 

令和５年１月１０日(火)から令和５年１月２７日(金)まで 

※締切日に発送したものは、有効とします。 

(5) 発送先   〒583-0015 

大阪府藤井寺市青山３丁目６１３番地の８ 

柏原羽曳野藤井寺消防組合消防本部 総務課 企画財政係 

(6) 問い合わせ先 総務課 企画財政係 ℡ ０７２－９５８－９９２６ 

 

 

３．提出書類の受付確認 

(1) 不足書類等がない場合 

申請担当者宛へ「入札参加資格審査申請受付票」を、同封された返信用はがきに

て郵送します。 

(2) 不足書類等がある場合 

申請担当者宛へ「入札参加資格審査申請受付票」に不足書類等がある旨を記載し、

同封された返信用はがきにて郵送します。なお、指示された不足書類等を再度郵送

する際にも、必ず返信用はがきを同封してください。 

提出書類が整った時点で、申請担当者宛へ「入札参加資格審査申請受付票」を同

封された返信用はがきにて郵送します。 

 

 

４．提出書類について 

(1) 別添の『柏原羽曳野藤井寺消防組合物品購入・役務提供入札参加資格審査申請

確認票(様式第１０号)(以下、確認票という。)』のとおり。提出書類に不備・不

足がないか、確認票の「申請者チェック欄」で確認すること。 ※提出書類は全

てＡ４サイズとすること。 

(2) 確認票のうち、No.１～No.７については各々単票(ファイルに収めない)で提出

し、No.８～No.１３については、すべてクリアファイルに番号順に収めること。 

(3) 「卸・小売り取扱メーカー調べ(物-様式第７号)」について、自社扱いの場合

は、「自社」と記入すること。(役務提供のみを希望する場合は提出不要) 

(4) 希望する業種については、許可・登録を受けている場合は、その登録もしく

は、許可証明書を添付すること。(複写可) 

 

 

 

 



５．入札参加資格審査申請書の記入要領 

① 新規・更新の区分 新規・更新のいずれかに「○」印を付けること。 

・新規…令和３・４年度に登録されていない者 

・更新…令和３・４年度に登録されていた者 

② 本 書 作 成 者 

 

申請書を作成した者(記入事項について問い合わせ可能な

者)の所属、氏名のふりがな、氏名及び電話番号を記入する

こと。 

③ 商  号  等 

  の 頭 文 字 

  (ひらがな一字) 

商号又は名称の頭文字を記入すること。 

(記入例)  おおさかかしはふじ 

株式会社 大阪柏羽藤  → 欄内に『お』の一字を記

入すること。 

④ 本 社 ・ 本 店 

(主たる営業所) 

 

 

「商号又は名称」、「所在地及び郵便番号」、「代表者

の職、氏名」等を略さず記入すること。 

登記上の本社・本店の所在地と実際の本社・本店の所在

地が異なるときは、下記のように記入すること。 

(記入例)  

藤井寺市青山３丁目６１３番地の８ 

(登記上の所在地 藤井寺市青山３丁目６１３番地の５) 

⑤ 本 市 と 契 約 を 

締結する営業所 

 

 

受任者を置く場合のみ記入すること。「商号又は名

称」、「所在地及び郵便番号」、「受任者の職、氏名」を

略さず記入すること。 

Ｅメールアドレスは、契約担当者のＥメールアドレスに

限る。ドット・ハイフンなど明瞭に記入すること。 

⑥ 職 員 数 令和４年１１月末日時点の人数を記入すること。 

⑦ 障 害 者 雇 用 数 

 

 

「障害者の雇用の促進等に関する法律」で定められた障

害者を雇用している場合は、令和４年１１月末日時点の人

数を記入すること。 

雇用していない場合は０人と記入すること。 

⑧ 資 本 金 

 

直近の決算に基づいて千円単位(千円未満は切り捨てる)

で記入すること。 

なお、個人事業者については記入を不要とする。 

⑨ 営 業 年 数 等 創業年月、現組織への変更年月及び営業年数を記入する

こと。 

⑩ 実 績 高 

 

物品販売、役務提供の業種別に直近２年間の実績高を税

込千円単位(千円未満は切り捨てる)で記入すること。 

⑪ 希 望 業 種 等 

 

 

様式第２号に記載している取扱品目番号を〇にて囲み、

希望する業種の優先順位を第１希望から第６希望まで数字

にて記入すること。取扱品目の「その他」には具体的な業

種も記入すること。 

指名等においては、原則希望順位を優先する。 

また、希望業種以外で取扱いのある業種も取扱品目番号

を〇にて囲むこと。 



⑫ 許 可 ・ 登 録 営業に関して取得している許可・登録を記入すること。 

⑬ 有 資 格 者 数 職員が有する資格及び人数(延人数)を記入すること。 

⑭ 取 引 実 績 

 

 

 

令和４年１１月末日までに完了した実績を記入するこ

と。ただし、１年より長い期間の業務については完了して

いない実績を記入することも可とする。 契約金額は税込

千円単位(千円未満は切り捨てる)で記入すること。 

※本欄は「別添のとおり」等と省略せず必ず記入するこ

と。欄内に記入しきれない場合のみ別紙(独自様式)にて記

入すること。 

 

 

６．使用印鑑届及び委任状の記載方法 

記入例を参照して、記入すること。 

 

 

７．その他注意事項 

 (1) 入札参加資格の有効期間内において、希望業種の変更及び追加は行えません。

許可等を新たに取得された場合も同じです。 

(2) 「事業共同組合」で申請される方は、役員名簿、定款及び組合員全員の名簿を

提出すること。 

(3) 申請後、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに指定様式により変更手続き

を行うこと。なお、変更の手続きについては、柏原羽曳野藤井寺消防組合ウェブ

サイトを参照すること。  

(4) 業者選定においては物品購入・役務提供ごとに第１希望を優先としています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■誓約事項について 

 

入札参加資格審査申請をされる方は、下記の誓約事項を確認し、全て了承したうえ

で、手続きをしてください。有資格者となった場合は、下記の誓約事項について同意

したものとします。 

 

記 

 

１．地方自治法施行令第１６７条の４第１項（契約を締結する能力を有しない者及

び破産者で復権を得ない者）に該当しません。 

 

２．法令等の規定により、営業又は事業について免許、許可又は登録を要する場合

において、当該免許、許可又は登録等を受けています。 

 

３．国税、地方税の滞納はありません。 

また、上記等の税については、今後いかなる理由を問わず、滞納等のない様に努

めます。 

 

４．入札参加資格の審査期間中、国税、市税の納入状況及び申告状況を柏原羽曳野

藤井寺消防組合が調査し、その調査結果を資格審査事務等に利用することを承諾

します。 

 

５．柏原市、羽曳野市、藤井寺市暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密

接関係者ではありません。 

 

６．本要領及び入札参加資格審査申請書提出要領に記載の内容及び柏原羽曳野藤井

寺消防組合が公開する情報等を全て理解したうえで、申請しています。 

 

 

以上の全ての誓約事項に相違ありません。相違があった場合、入札参加資格を取

消されても異議申し立てを行いません。 

 

また、柏原市、羽曳野市、藤井寺市暴力団排除条例により排除措置を受けた場合

及び柏原市、羽曳野市、藤井寺市入札参加有資格業者指名停止要綱により指名停止

等の措置を受けた場合には、各条例及び要綱に基づき商号等が公表されることに同

意します。 

 

 

資 料 １ 



 

■指名停止の措置等について 

 

有資格者が次の各号のいずれかに該当すると認められた場合においては、当該資格

を取消し、又はその事実があった日から最長２年間の指名停止とすることがあります。 

また、代理人、支配人その他使用人又は入札代理人として使用する者についても同

様とします。 

 

記 

 

１．契約の履行にあたり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若

しくは数量に関して不正の行為をした者。 

 

２．競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の

成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者。 

 

３．落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 

 

４．地方自治法第２３４条の２第１項の規定による監督員又は検査の実施にあたり

職員の職務の執行を妨げた者。 

 

５．正当な理由がなく、契約を履行しなかった者。 

 

６．前各号のいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の履行

にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者。 

 

７．入札参加資格審査申請にあたり、虚偽の記載又は誓約事項に反した者。 

 

８．その他、柏原市、羽曳野市、藤井寺市入札参加有資格業者指名停止要綱に該当

するすべての者。 

 

 

資 料 ２ 



【分　類　表】

21

23  その他（ )

) その他（

18  各種部品

19

D　車両類（消防関係等）

14  消防関係車両

 空気呼吸器

22  保守点検

E　防災関係用品

20  消防関係資器材

Ｂ　印刷・写真

7  一般印刷

C　体育用品

15  救急車両

 その他（ )

8  写真機・付属品

9

11

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ、ｽﾄﾛﾎﾞ、三脚、写真用
品、ﾌｨﾙﾑ、ｲﾝｽﾀﾝﾄｶﾒﾗ、ｶﾒﾗ用ﾊﾞｯﾃ
ﾘｰ等

ｽﾁｰﾙ、ﾈｶﾞ、ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾌﾟﾘﾝﾄ記念写真
等

板金、ﾀｲﾔ、ｴﾝｼﾞﾝ等

ﾀｲﾔ（取付け含む）等

10

 その他車両

 体育用品

12  保守点検

13  その他（ )

17  検査・修理

16

 写真撮影・現像焼付

特殊車両、廃車車両販売買取等

高規格救急自動車等

普通自動車、軽自動車、ﾊﾞｽ、ﾄﾗｯｸ、
自動二輪車、原付自転車等

消火器、消防ﾎｰｽ、消防用ﾛｰﾌﾟ、消
防ポンプ、救助資機材、水難用資機
材、山岳資機材等

防災関係資機材の保守点検等

筆記具、ﾌｧｲﾙ、ﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ、再生紙、
色用紙、上質紙等、ｺﾞﾑ印、回転印、
定型葉書、ﾄﾅｰｶｰﾄﾘｯｼﾞ、記憶媒体
用品（CD、DVD、SDｶｰﾄﾞ、USBﾒﾓ
ﾘｰ）等

ｼｭﾚｯﾀﾞｰ、ﾗﾍﾞﾙﾗｲﾀｰ、複写機、ﾌｧｯ
ｸｽ、ﾌﾟﾘﾝﾀｰ、ﾊﾟｿｺﾝ、無線LAN、
HDD等

事務用机、椅子、書庫、ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ、ﾛｯ
ｶｰ、ｿﾌｧ､ﾃｰﾌﾞﾙ、ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、遮光ｶｰ
ﾃﾝ、畳、ｶﾞﾗｽ、障子、ふすま等

調理器具、給湯器、ｽﾄｰﾌﾞ、ｺﾝﾛ等

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ・荒物・金物・清掃用
品・ｺﾞﾑ・皮革製品・食器類、ﾎﾟﾘ袋、ﾀ
ｵﾙ等

封筒、ﾎﾟｽﾀｰ、名刺、ｼｰﾙ電算印刷、
地図印刷、航空写真等

ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ、記念品、表彰額縁等 その他（

Ａ　事務用品・事務機器
　　日用雑貨

1
 事務用品
（文具類,PC消耗品）

2  OA機器、PC機器等

3  スチール製品、室内装飾等

4  厨房機器、ｶﾞｽ機器

5  日用雑貨

6 )

分　類 コード 業　種 例　示

備蓄非常食糧、ジスライン、消火栓
標示板等

調整器、空気呼吸器用消耗品、空
気ﾎﾞﾝﾍﾞ等

運動用品、運動用機器、ﾃﾝﾄ、ﾄﾛ
ﾌｨ、ｶｯﾌﾟ、ｾﾞｯｹﾝ、腕章等

訓練塔設備の保守点検等

ポンプ車、水槽付ポンプ車、救助工
作車、はしご車、化学車、水槽車、そ
の他救急車を除く消防車両等



車両検査・修理、営繕（空調、衛生
設備、電気、その他）

例規、会議録作成等)

)

46  ソフトウェア開発

)

37  車両類

38

 事務機器類

44 医療検査・検診、ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ等

消防設備、庁舎設備、昇降機、電気
通信設備保守点検等

システム開発、Webページ作成等

一般清掃、建物清掃、貯水槽、浄化
槽点検・清掃等

47

49  清掃業務等

 調査・研究

48  コンサルタント

 消防用被服

45  保守点検

34

 救急訓練用品

30  保守点検

 電気器具・電気製品

28  通信機器・電話

29  空調機器

31  その他（

H　消防用被服等

32

 健康診断等

 寝具類

39  その他（

K　役務の提供

50  検査・修理

I　レンタル・リース

36

51  その他（

 靴類

G　電気・通信・空調

F　救急用品

35  その他（

33  その他被服

)

27

26  その他（ )

24  救急処置用品

25

救急医療薬品、ＡＥＤ、医療機器、
消耗品等

救急処置シミュレーター等

短靴、長靴等

ＰＣ機器等

ｼｰﾂ、布団等

分　類 コード 業　種 例　示

家電製品、ｸｰﾗｰ、照明器具等

通信指令装置、電話機、無線機、携
帯電話等

大型室内用冷暖房機器等

通信指令装置、電話機、無線機、空
調機器等の保守点検

防火服、消防衣類（制服･活動服･手
袋・ヘルメット）等

産業用蓄電池・ﾊﾞｯﾃﾘｰ等

J 燃料・電力

40  ガソリン・軽油・重油等
ｶﾞｿﾘﾝ、軽油、重油、混合、その他ｵｲ
ﾙ等

41  灯油・ＬＰガス・炭・薪

42  電力供給

43  その他（ ) 高圧ガス等


